
イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘

引 す る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 に 関 す る 事 務 取

扱 い に つ い て （ 通 達 ）

（ 平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 、 少 第 ７ ３ ７ 号 ）

【 概 要 】

こ の 通 達 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 の 届 出 等 に 関 し て

の 事 務 手 続 き に 必 要 な 事 項 を 定 め た も の で あ る 。


